
１　総括
（１）　人件費の状況（普通会計決算）

人 千円 千円 千円 ％ ％

（注）　人件費及び人件費率の（　　）内は、正副市長、市議会議員、各種委員などの特別職に支給される給料、報酬など

　　　　を除いたものです。

（２）人件費の推移（普通会計決算）

　　（注）令和２年度から会計年度任用職員分を含みます。

（３）　職員給与費の状況（普通会計決算）
職員数

Ａ

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

990

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

　　　２　職員数は、令和4年4月1日現在の人数です。

（４）　特記事項
（給与減額の状況）

　　　　　　《令和５年度公表》

足利市の人事行政の運営などの状況（給与･定員管理等の状況）

　「足利市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、市職員の給与、勤務条件などの状況に
ついてお知らせします。

区分
住民基本台帳

人口（R04年度末）

歳出額
実質収支

人件費 人件費率 （参考）R03年度
人件費率

17.0

(9,183,835) (16.9) (16.2)

区分
給与費 1人当たり給与費

B／A

（参考）類似団体平均

給料 職員手当

Ａ Ｂ B／A

令和４年度 141,778 54,478,619 3,646,032
9,594,929 17.6

減額措置の取組 減額実施期間

なし ―

期末・勤勉手当 　　　　　計　　Ｂ 1人当たり給与費

令和４年度
3,677,294 1,219,715 1,453,466 6,350,475 6,415

8,545 8,566
8,718

8,376
8,190

7,963

8,441

9,616 9,602 9,595

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04

(百万円)
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（５）　ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

（注）１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

　　　３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

（６）　給与制度の総合的見直しの実施状況について
　　  給料表の見直し・・・実施（実施日：平成27年4月1日）
　　　国家公務員の見直しの状況を踏まえて、平均2％引下げました。
　　　激変緩和のため、3年間（平成30年3月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施しました。

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（１）　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和5年4月1日現在）
　①　一般行政職

　　　２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域
　　　　　手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて
　　　　　補正したラスパイレス指数です。
　　　　　（補正前のラスパイレス指数×（1＋当該団体の地域手当支給率）／（1＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）
　　　　　により算出。）

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

国 ―

類似団体

足利市 41.9歳 320,300円 392,472円 351,750円

栃木県

99.3 
（99.8）

99.4 
（99.3）

99.4 
（99.4）

99.2 
（99.2）

99.2 99.3 99.2 99.0 98.9 98.9 98.8 98.7 

90.0

92.0

94.0

96.0

98.0

100.0

102.0

104.0

106.0

108.0

110.0

H31 R02 R03 R04 H31 R02 R03 R04 H31 R02 R03 R04

足利市 類似団体平均 全国市平均
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　②　技能労務職

参考

足利市 52.1歳 49人 330,000円 365,067円 340,114円 － － －

52.3歳 13人 329,000円 358,931円 331,508円 47.0歳 306,000円 1.17

53.8歳 6人 339,800円 373,400円 349,400円 49.1歳 236,600円 1.58

56.3歳 7人 343,400円 385,843円 348,971円 57.0歳 260,500円 1.48

歳 人 円 円 円 － － －

歳 人 円 － 円 － － －

歳 人 円 円 円 － － －

足利市

（注）１　「平均給料月額」とは、令和5年4月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

（２）　職員の初任給の状況（令和5年4月1日現在）

（３）　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和5年4月１日現在）

類似団体 －

区分

参考

年収ベース(試算値)の比較

公務員（C） 民間（D） C／D

うち 自動車運転手 自家用自動車運転者

栃木県 －

国 －

平均給与
月額(B)

A／B

－

うち 清掃職員 廃棄物処理業従業員

うち 用務員 用務員

区分

公務員 民間

平均年齢 職員数
平均給料

月額
平均給与
月額(A)

平均給与
月   額

（国比較ベー
ス）

対応する民間の
類似職種

平均年齢

うち 自動車運転手 6,216,116円 3,463,200円 1.79

うち 用務員 6,071,100円 3,187,900円 1.90

－ － －

うち 清掃職員 5,892,972円 4,266,500円 1.38

一般行政職
大学卒 185,200円 191,700円 185,200円

　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手
　　　　　当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。また、「平均給
　　　　　与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算
　　　　　出しています。

　　　３　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。
           （平成31年～令和3年の3ヶ年平均）

　　　４　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致して
　　　　　いるものではありません。

　　　５　年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員にお
　　　　　いては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値で
　　　　　す。

区　分 足利市 栃木県 国

中学卒 143,800円 139,900円 143,800円
技能労務職

高校卒 151,900円 152,700円 151,900円

高校卒 158,900円 158,900円 154,600円

402,831円

高校卒 － 304,467円 － 387,000円

区　分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

一般行政職
大学卒 254,806円 357,480円 382,720円

－
技能労務職

高校卒 － － 298,233円 341,900円

中学卒 － － －
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（１）　一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和5年4月1日現在）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

55 87 95 159 136 31 49 12

8.8 13.9 15.2 25.5 21.8 5.0 7.9 1.9

150,100円 198,500円 234,400円 266,000円 290,700円 319,200円 362,900円 408,100円

247,600円 304,200円 350,000円 381,000円 393,000円 410,200円 444,900円 468,600円

（注）１　足利市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

区　分

標準的な職務内容
主事
技師

主事
技師

主任 主査
主幹

副主幹
課長補佐

参事
課長

部長
副部長

職員数（人）

構成比（％）

1号給の給料月額

最高号給の給料月額

1級 8.8 1級 8.5 1級 11.6 

2級 13.9 2級 15.2 
2級 13.3 

3級 15.2 3級 15.0 3級 13.9 

4級 25.5 4級 24.6 4級 23.9 

5級 21.8 5級 22.3 5級 23.9 

6級 5.0 6級 4.5 6級 3.6 

7級 7.9 7級 8.0 7級 7.9 

8級 1.9 8級 1.9 8級 1.9 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和5年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比
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（２）　国との給料表カーブ比較表（行政職（一））

（３）　昇給への勤務成績の反映状況

令和4年4月2日から令和5年4月1日まで
における運用

管理職員 一般職員

標準に加え、上位及び下位の区分 〇 〇 〇

標準に加え、上位の区分 ○

イ　人事評価（勤務成績）を活用している 〇 〇

活用している昇給区分 昇給可能な区分 昇給実績がある区分 昇給可能な区分 昇給実績がある区分

ロ　人事評価を活用していない

標準に加え、下位の区分

標準の区分のみ

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

令和５年４月１日時点

給

料

月

額

（百円）

国10級

国９級

国８級

市７級

国６級

国５級 市５級

国４級 市４級

国３級 市３級

国２級 市２級

国１級 市１級

昇 給

足利市 （R５）

国家公務員 （R５)

市８級

国７級

市６級
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４　職員の手当の状況
（１）　期末手当・勤勉手当

1人当たり平均支給額（R04年度） 1人当たり平均支給額（R04年度）

－

（R04年度支給割合） （R04年度支給割合） （R04年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

加算措置 加算措置 加算措置

・役職加算　5％～20％ ・役職加算　5％～20％ ・役職加算　5％～20％

・管理職加算　15％～22％ ・管理職加算　10％～25％

（注）栃木県の平均支給額については、令和6年3月頃に発表される予定です。

〇　勤勉手当への勤務実績の反映状況

（２）　退職手当（令和5年4月1日現在）

（支給率） （支給率）

（注）　退職手当の1人当たり平均支給額は、令和４年度に退職した職員に支給された平均額です。

（３）　地域手当（令和5年4月1日現在）

特別区

足利市 栃木県 国

イ　人事評価（勤務成績）を活用している ○ ○

活用している成績率 支給可能な成績率 支給実績がある成績率 支給可能な成績率 支給実績がある成績率

2.40月分 2.00月分

職制上の段階、職務の級等による 職制上の段階、職務の級等による 職制上の段階、職務の級等による

令和４年度中における運用 管理職員 一般職員

1,492千円 千円

2.40月分 2.00月分 2.40月分 2.00月分

標準に加え、下位の区分

標準の区分のみ

標準に加え、上位及び下位の区分 ○ ○ ○

標準に加え、上位の区分 ○

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

ロ　人事評価を活用していない

足利市 国

その他の加算措置 　・定年前早期退職特例措置
　　（2％～45％加算）

その他の加算措置 　・定年前早期退職特例措置
　　（2％～45％加算）

　・調整額
　　（21,700～59,550円×60月分）

　・調整額
　　（21,700～95,400円×60月分）

最高限度額 47.709月分 47.709月分 最高限度額 47.709月分 47.709月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分 勤続35年 39.7575月分 47.709月分

足利市 0% - 0%

20% 1 20%

支給実績（R04年度決算） 2,823千円

支給職員1人当たり平均支給年額（R04年度決算） 256,671円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

1人当たり平均支給額 9,435千円 20,529千円

宇都宮市 6% 10 6%
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（４）　特殊勤務手当（令和5年4月1日）

手当の種類（手当数） 15

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価 支給実績（R04年度決算）

支給実績（R04年度決算） 20,406千円

支給職員1人当たり平均支給年額（R04年度決算） 64,575円

職員全体に占める手当支給職員の割合（R04年度決算） 30.3%

区　分 全職種

社会福祉業務に従事した
職員の特殊勤務手当

福祉事務所に勤務する
職員

生活保護法による窓口業務 月 3,000円 672千円

行旅死病人の救護、取扱いに
従事した職員の特殊勤務手当

行旅死病人の救護、取
扱いに従事した職員

行旅死亡人の取扱い 1回 6,000円 ―

市税等の事務に従事した
職員の特殊勤務手当

市税等事務に従事した職
員

市税の調査、検査 日　 200円
496千円

市税、税外収入金の徴収整理等 日　 300円

新型コロナウイルス感染症特殊
勤務手当の特例

日 4,000円

日 3,000円

放射線取扱作業に従事した
職員の特殊勤務手当

放射線取扱作業に従事
した職員

放射線取扱作業に従事 日　 250円 ―

行旅病人の救護 1回 2,000円 ―

感染症防疫作業に従事した
職員の特殊勤務手当

感染症の防疫に従事した
職員

患家の消毒等 日 　400円

3,865千円

病害虫防除作業等に従事し
た職員の特殊勤務手当

病害虫防除作業等に従
事した職員

病害虫防除又は駆除作業 日　 300円 ―

道路整備等に従事した職
員の特殊勤務手当

道路整備等に従事した職
員

道路等の簡易舗装作業 日　 200円 809千円

日 　550円

斎場業務に従事した職員
の特殊勤務手当

斎場業務に従事した職員
バスの運転 日 1,200円

715千円
その他斎場の管理運営 日 1,000円

汚物処理作業等に従事
した職員の特殊勤務手
当

汚物処理作業等に従事
した職員

し尿処理作業 日 　600円

2,358千円
自動車運転業務 日 　600円

下水道管きょ清掃又は修理作業 日 1,000円

その他汚物処理作業

ボイラー取扱作業に従事
した職員の特殊勤務手
当

ボイラー取扱作業に従事
した職員

ボイラー取扱主任１級の資格を有
する施設の取扱主任者

月 2,500円
―

その他ボイラーの取扱作業 月 1,500円

電気主任技術者の特殊勤務手当 電気主任技術者 高圧電気取扱作業 月 3,000円 72千円

用地交渉業務に従事した
職員の特殊勤務手当

用地交渉業務に従事した
職員

用地取得等交渉業務（長期にわ
たるもの）

日　 200円 13千円

バスの運転に従事した職
員の特殊勤務手当

定員１０人以上のバスの
運転に従事した職員

１日の走行距離が１００キロメート
ル以上の場合

日　 500円

260千円
１日の走行距離が１００キロメート
ル未満の場合

日　 400円

機関員の業務 100円加算

夜間特殊業務 1回　250円

新型コロナウイルス感染者に接触
する業務

日　4,000円

（200円加算）

救助業務のため出動 1回　200円

（現に救護をした職員） （200円加算）

自然災害等が発生し、または発生
するおそれのある場所における現
場業務

1回　300円

消防職員の特殊勤務手
当

消防職員

火災発生時に出動 1回　300円

10,966千円

（はしご車による消火業務） （200円加算）

救急業務のため出動 1回　150円

（救急救命士の資格を有し、当該
業務に従事）

建築主事の特殊勤務手当 建築主事 建築物審査業務 月 5,000円 180千円
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（５）　時間外勤務手当

※職員一人当たり平均支給年額を算出する際の職員数は、支給実績と同じ年度の4月1日現在の総職員数（制度上時間外

　勤務手当の支給対象とならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。

（６）　その他の手当（令和5年4月1日）

５　特別職の報酬等の状況（令和5年4月1日現在）

市長

副市長

教育長

議長

副議長

議員

市長

副市長

議長

副議長

議員

（1期の手当額）

市長    1,015,000円×在職月数×0.4（任期毎） 19,488,000円

副市長     836,000円×在職月数×0.29（任期毎） 11,637,120円

市長

副市長

手当名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

支給実績
（R04年度決算）

支給職員1人当たり
平均支給年額
(R04年度決算）

職員1人当たり平均支給年額（R03年度決算） 516千円

支給実績（R04年度決算） 436,259千円

職員1人当たり平均支給年額（R04年度決算） 531千円

支給実績（R03年度決算） 424,237千円

通勤
手当

1　交通機関利用者　　　相当額を支給（月額限度55,000円）
2　交通用具使用者　通勤距離に応じて(月額限度31,600円)

同じ 47,368千円 53千円

管理職
手当

主幹以上の職員　　　　職に応じて46,100円～108,100円 同じ 153,495千円 721千円

扶養
手当

1　配偶者・父母等　月額 6,500円（8級職員は月額 3,500円）
2　子　　月額 10,000円
3　16歳から22歳までの子を扶養　月額1人  5,000円加算

同じ 116,449千円 236千円

住居
手当

借家・借間　　家賃に応じて（月額限度28,000円） 同じ 63,130千円 270千円

休日勤
務手当

勤務1時間当たりの給与額の135％ 同じ 50,158千円 380千円

区　分 給料月額等

管理職
特別勤
務手当

1　週休日・休日に4時間以上勤務した主幹以上の職員
　　職に応じて1回6,000円～10,000円（6時間超は50％割増）
2　平日午前0時から5時までの間に1時間以上勤務した主幹
　　以上の職員　　　　職に応じて1回3,000円～5,000円

異なる 1,303千円 19千円

夜間勤
務手当

午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員
勤務1時間当たりの給与額の25％

同じ 19,640千円 148千円

期末
手当

　　　　・R04年度支給割合　　　　3.30月分
　　　　・加算措置の状況　　　　　45％加算

　　　　・R04年度支給割合　　　　3.30月分
　　　　・加算措置の状況　　　　　45％加算

退職
手当

通勤
手当

　　　　・交通機関利用者　　相当額を支給（月額限度55,000円）
　　　　・交通用具使用者　　通勤距離に応じて(月額限度31,600円)

677,000円

報酬

587,000円 660,000円／452,000円

537,000円 620,000円／390,000円

498,000円 590,000円／370,000円

（参考）類似団体における最高／最低額

給料
1,015,000円 1,073,000円／462,500円

836,000円 881,000円／657,900円

（注）１　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）勤めた場合に
　　　　　おける退職手当の見込額です。

　　　２　市議会議員には、その調査研究に資するために必要な経費の一部として、年額600,000円の政務活動費が
　　　　　交付されます。（残余が生じた場合は返還）
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６　職員の任免の状況
（１）　採用試験の実施状況（令和４年度実績）

（２）　退職の状況（令和４年度実績）

７　職員数の状況
（１）　部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年4月1日現在）

議　会

総　務

税　務

民　生

衛　生

労　働
農林水産

商　工

土　木

〈参考〉

人口1万当たり職員数 45.85人
（類似団体の人口1万当たり職員数 人）

〈参考〉

人口1万当たり職員数 69.26人
（類似団体の人口1万当たり職員数 人）

〈参考〉

人口1万当たり職員数 76.74人

　　　２　[　　　]内は、条例定数の合計です。

行政（障がい者） 7 1 7.0

土木 18 5 3.6

行　政 104 19 5.5

行　政（スポーツ） 4 1 4.0

試験区分 受験者（人） 合格者（人） 倍率（倍）

計 195 37 5.3

管理栄養士 15 1 15.0

技能労務 25 4 6.3

電気 2 0 —
消防（救急救命士含む） 20 6 3.3

対前年増減数 主な増減理由
令和4年 令和5年

普通会
計部門

一般行
政部門

10 10 0

死亡 1

計 46

　　　　　　　　　　　区分
　　部門

職員数

区　分 人　数

定　年 29

自己都合 16

2 2 0

27 29 2 農政関連業務の増など

167 167 0

88 80 -8 事務の統廃合による減

170 177 7 地方創生業務、マイナンバー業務の増など

52 52 0

計 653 650 -3

教育部門 162 155 -7 国体関連業務の減

36 34 -2 派遣の終了など

101 99 -2 退職不補充による減など

その他 53 52 -1

公営企
業等会
計部門

水　道 38 37 -1

下水道 18 17 -1

消防部門 175 177 2

小　計 990 982 -8

[1,543] [　　　0]

（注）１　職員数は一般職の職員数で、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、補助職員及び非常
　　　　　勤職員を除きます。

小　計 109 106 -3

合　計
1,099 1,088 -11

[1,543]
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（２）　年齢別職員構成の状況（令和5年4月1日現在）

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

未満 ～23歳 ～27歳 ～31歳 ～35歳 ～39歳 ～43歳 ～47歳 ～51歳 ～55歳 ～59歳 以上

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

3 44 81 123 105 121 115 98 133 156 109 0 1,088

（３）　職員数の推移

　①　部門別職員数の推移 （各年4月1日現在）

671 670 664 653 653 650 -21 (-3.1%)

170 167 164 166 162 155 -15 (-8.8%)

177 178 175 175 175 177 0 (0%)

1,018 1,015 1,003 994 990 982 -36 (-3.5%)

112 113 112 112 109 106 -6 (-5.4%)

1,130 1,128 1,115 1,106 1,099 1,088 -42 (-3.7%)

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数

　②　採用者・退職者数

30年 31年 02年 03年 04年 05年 計

1,130 1,128 1,115 1,106 1,099 1,088

22 41 39 42 46 190

20 28 30 35 35 148

-2 -13 -9 -7 -11 -42

区分 計

職員数

公営企業等会計計

総合計

職員数（4月1日現在）

退職者数（4月1日～翌年3月31日）

採用者数（翌年4月1日採用）

過去5年間の

増減数（率）

一般行政

教育

消防

普通会計計

　　　　　　　　　　　　区分
部門

30年 31年 02年 03年 04年 05年

増減人数

0

2

4

6

8

10

12

14

16

20歳

未満

20～

23歳

24～

27歳

28～

31歳

32～

35歳

36～

39歳

40～

43歳

44～

47歳

48～

51歳

52～

55歳

56～

59歳

60歳

以上

％

構成比

5年前の構成比
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（４）　等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和5年4月1日現在）

（人） （％） （人） （人）

6 3

1 1

1 1

16 34

2 1

2 1

8 17

7 1

3 1

2 1

1

70 48

17 12

10 4

3 3

1 3

2 2

2 1

1 1

1 2

206 13

11 10

9 4

3 6

3 1

1 1

1 2

1 1

1

97 51

15 4

1 1

5 6

4 2

90 15

14 6

6 5

2

61 16

7 5

1 2

230 23.4%

合計 983 100.0%

（注） 公営企業職員・技能労務職員を含まない。

部
長
級

副
部
長
級

消防長 教育次長

会計管理者 政策調整監
8級

(1)部長又は副部長の職務
(2)会計管理者の職務
(3)消防長の職務
(4)教育次長の職務
(5)委員会等の事務局の長の職務

13 1.3%

部長 事務局長

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合計 内訳 職制上

の段階職名 職名

41 4.2%

総括主幹 課長補佐

参
事
級

課
長
級

署長 消防次長

館長 所長
7級

(1)参事又は課長の職務
(2)消防次長又は消防署長の職務
(3)特に困難な業務を行う出先機
   関の長の職務
(4)委員会等事務局の次長の職務

56 5.7%

参事 課長

主
幹
級

副
主
幹
級

館長 所長

保健師長 主計員

次長 企画政策員

場長 出納審査員

査察指導員

5級
(1)主幹又は副主幹の職務
(2)出先機関の長の職務
(3)出先機関の次長の職務

183 18.6%

主幹 副主幹

検査員

建築主事 指導主事

課
長
補
佐
級

所長 場長

室長 館長

分署長 特命推進員

秘書役

6級

(1)総括主幹の職務
(2)課長補佐又は室長の職務
(3)困難な業務を行う出先機関の
  長の職務
(4)消防署副署長又は分署長の
  職務

27.9%

主査 主任保育士

看護師

管理栄養士 介護福祉士

管理主事

管理主事 看護師長

保育指導員 主任書記

主
任
級

保育士 消防副士長

主査 社会福祉士

管理栄養士 保健師

社会福祉主事 建築主事

学芸員

福祉指導員

3級 主任の職務 186 18.9%

主任 消防士長

主
査
級

保育士 保健師

指導主事 社会教育主事

社会福祉主事 社会福祉士

研究職員 理学療法士

保育指導員

4級 主査の職務 274

主事級 小計

1級 主事又は技師の職務 92 9.5%

主事 消防士

保育士 技師

管理栄養士 保健師

主
事
級

消防副士長 技師

保健師 社会福祉主事

社会福祉士

2級
高度の知識又は経験を有する
主事又は技師の職務

138 14.0%

主事 保育士

合計
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８　公営企業職員の状況
（１）　水道事業

　①　職員給与費の状況

　　ア　決算

千円 千円 千円 ％ ％

（注）１　総支出は、収益的支出及び資本的支出の合計です。

　　　２　職員給与費は、すべての職員（補助・嘱託職員を含む）の給料、手当、退職給付費及び

　　　　　法定福利費の合計です。

職員数

Ａ

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

34

（注）１　この表は、正規職員の給与に関するものです。（職員手当には退職給付費を含まない。）

　　　２　職員数は、令和5年3月31日現在の人数です。

　　イ　特記事項（給与減額の状況）

　②　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和5年4月1日現在）

　③　職員の手当の状況

　　ア　期末手当・勤勉手当

（R04年度支給割合） （R04年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　5%～20% ・役職加算　5%～20%

　　イ　退職手当（令和5年4月1日現在）

（支給率） （支給率）

（注）　足利市（公営企業を含む）の欄の退職手当の1人当たり平均支給額は、R04年度に退職した職員に支給

　　　　された平均額です。

7.5

区　分
給与費 1人当たり給与費

B／A

（参考）市町村平均

給料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　　計　　Ｂ 1人当たり給与費

Ｂ／Ａ

R04年度
3,865,278 121,526 323,935 8.4

区　分 総支出
純損益又は
実質収支

職員給与費
総支出に占める職

員給与費比率
（参考）R03年度の
総支出に占める職

員給与費比率Ａ Ｂ

水道事業 46.8歳 337,659円 413,062円

足利市（公営企業除く） 41.8歳 316,459円 388,897円

減額措置の取組 減額実施期間

なし －

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

R04年度
131,279 21,424 51,175 203,878 5,996

1人当たり平均支給額（R04年度） 1人当たり平均支給額（R04年度）

水道事業 足利市（公営企業を除く）

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

水道事業 足利市（公営企業を含む）

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

1,551千円 1,492千円

2.40月分 2.00月分 2.40月分 2.00月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分 最高限度額 47.709月分 47.709月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分 勤続35年 39.7575月分 47.709月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

R04年度退職者すべての1人当たり平均支給額 11,571千円 1人当たり平均支給額 9,435千円 20,529千円

その他の加算措置 　・定年前早期退職特例措置
　　（2％～45％加算）

その他の加算措置 　・定年前早期退職特例措置
　　（2％～45％加算）

　・調整額
　　（21,700～59,550円×60月分）

　・調整額
　　（21,700～59,550円×60月分）
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　　ウ　特殊勤務手当（令和5年4月1日）

　　エ　時間外勤務手当

　　オ　その他の手当（令和5年4月1日）

支給実績（R04年度決算） 108千円

支給職員1人当たり平均支給年額（R04年度決算） 36,000円

職員全体に占める手当支給職員の割合（R04年度） 8.8％

区　分 全職種

支給実績（R03年度決算） 12,510千円

職員1人当たり平均支給年額（R03年度決算） 447千円

支給実績（R04年度決算） 11,677千円

滞納整理手当 水道料金等の滞納整理に従事した職員 滞納整理のための出張 日　　300円 －

電気主任技術者手当 電気主任技術者 高圧電気取扱作業 月　3,000円 108千円

手当の種類（手当数） 2

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価 支給実績（R03年度決算）

住居
手当

借家・借間　　家賃に応じて（月額限度28,000円） 同じ 882千円 294千円

通勤
手当

1　交通機関利用者　　　相当額を支給（月額限度55,000円）
2　交通用具使用者　通勤距離に応じて(月額限度31,600円)

同じ 1,241千円 38千円

支給職員1人当たり
平均支給年額

（R04年度決算）

扶養
手当

1　配偶者・父母等　月額 6,500円（8級職員は月額 3,500円）
2　子　　月額 10,000円
3　16歳から22歳までの子を扶養　月額1人  5,000円加算

同じ 2,601千円 163千円

職員1人当たり平均支給年額（R04年度決算） 467千円

手当名 内容及び支給単価 国の制度との異同
支給実績

（R04年度決算）

夜間勤
務手当

午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員
勤務1時間当たりの給与額の25％

同じ － －

休日勤
務手当

勤務1時間当たりの給与額の135％ 同じ － －

管理職
手当

主幹以上の職員　　職に応じて46,100円～108,100円 同じ 4,857千円 607千円

管理職
特別勤
務手当

１　週休日・休日に4時間以上勤務した主幹以上の職員
　　職に応じて1回6,000円～10,000円（6時間超は50％割増）
２　平日の午前0時から5時までの間に1時間以上勤務した主
　　幹以上の職員　職に応じて1回3,000円～5,000円

異なる 58千円 19千円
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（２）　工業用水道事業

　①　職員給与費の状況

　　ア　決算

千円 千円 千円 ％ ％

（注）１　総支出は、収益的支出及び資本的支出の合計です。

　　　２　職員給与費は、すべての職員（補助・嘱託職員を含む）の給料、手当、退職給付費及び

　　　　　法定福利費の合計です。

職員数

Ａ

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1

（注）１　この表は、正規職員の給与に関するものです。（職員手当には退職給付費を含みません。）

　　　２　職員数は、令和5年3月31日現在の人数です。

　②　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和5月年4月1日現在）

　③　職員の手当の状況

　　ア　期末手当・勤勉手当

（R04年度支給割合） （R04年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　5%～20% ・役職加算　5%～20%

　　イ　退職手当（令和5年4月1日現在）

（支給率） （支給率）

（注）　足利市（公営企業を含む）の欄の退職手当の1人当たり平均支給額は、R04年度に退職した職員に支給

　　　　された平均額です。

区　分
給与費 1人当たり給与費

B／A

（参考）市町村平均

給料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　　計　　Ｂ 1人当たり給与費

R04年度
171,069 38,318 12,787 7.5 7.9

区　分
総支出

純損益又は
実質収支

職員給与費
総支出に占める職

員給与費比率
（参考）　R03年度
の総支出に占める
職員給与費比率Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

足利市（公営企業除く） 41.8歳 316,459円 388,897円

工業用水道事業 足利市（公営企業を除く）

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

工業用水道事業 47.0歳 324,900円 375,311円

R04年度
5,464 995 2,091 8,550 8,550

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

工業用水道事業 足利市（公営企業を含む）

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

1人当たり平均支給額（R04年度） 1人当たり平均支給額（R04年度）

1,046千円 1,492千円

2.40月分 2.00月分 2.40月分 2.00月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分 最高限度額 47.709月分 47.709月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分 勤続35年 39.7575月分 47.709月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

R04年度退職者すべての1人当たり平均支給額 671千円 1人当たり平均支給額 9,435千円 20,529千円

その他の加算措置 　・定年前早期退職特例措置
　　（2％～45％加算）

その他の加算措置 　・定年前早期退職特例措置
　　（2％～45％加算）

　・調整額
　　（21,700～59,550円×60月分）

　・調整額
　　（21,700～59,550円×60月分）
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　　ウ　特殊勤務手当（令和5年4月1日）

　　エ　時間外勤務手当

　　オ　その他の手当（令和5年4月1日）

支給実績（R04年度決算） －

支給職員1人当たり平均支給年額（R04年度決算） －

職員全体に占める手当支給職員の割合（R04年度） －

区　分 全職種

支給実績（R03年度決算） 709千円

職員1人当たり平均支給年額（R03年度決算） 354千円

支給実績（R04年度決算） 563千円

滞納整理手当 水道料金等の滞納整理に従事した職員 滞納整理のための出張 日　　300円 －

電気主任技術者手当 電気主任技術者 高圧電気取扱作業 月　3,000円 －

手当の種類（手当数） 2

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価 支給実績（R02年度決算）

住居
手当

借家・借間　　家賃に応じて（月額限度28,000円） 同じ 65千円 65千円

通勤
手当

1　交通機関利用者　　相当額を支給（月額限度55,000円）
2　交通用具使用者　　通勤距離に応じて(月額限度31,600
円)

同じ 109千円 55千円

支給職員1人当たり
平均支給年額

（R04年度決算）

扶養
手当

1　配偶者・父母等　月額 6,500円（8級職員は月額 3,500円）
2　子　　月額 10,000円
3　16歳から22歳までの子を扶養　月額1人  5,000円加算

同じ 258千円 258千円

職員1人当たり平均支給年額（R04年度決算） 281千円

手当名 内容及び支給単価
国の制度との

異同
支給実績

（R04年度決算）

夜間勤
務手当

午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員
勤務1時間当たりの給与額の25％

同じ － －

休日勤
務手当

勤務1時間当たりの給与額の135％ 同じ － －

管理職
手当

主幹以上の職員　　職に応じて46,100円～108,100円 同じ － －

管理職
特別勤
務手当

１　週休日・休日に4時間以上勤務した主幹以上の職員
　　職に応じて1回6,000円～10,000円（6時間超は50％割増）
２　平日の午前0時から5時までの間に1時間以上勤務した主
　　幹以上の職員　職に応じて1回3,000円～5,000円

異なる － －
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（３）　下水道事業

　①　職員給与費の状況

　　ア　決算

千円 千円 千円 ％ ％

（注）１　総支出は、収益的支出及び資本的支出の合計です。

　　　２　職員給与費は、すべての職員（補助・嘱託職員を含む）の給料、手当、退職給付費及び

　　　　　法定福利費の合計です。

職員数

Ａ

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

23

（注）１　この表は、正規職員の給与に関するものです。（職員手当には退職給付費を含みません。）

　　　２　職員数は、令和5年3月31日現在の人数です。

　②　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和5年4月1日現在）

　③　職員の手当の状況

　　ア　期末手当・勤勉手当

（R04年度支給割合） （R04年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　5%～20% ・役職加算　5%～20%

　　イ　退職手当（令和5年4月1日現在）

（支給率） （支給率）

（注）　足利市（公営企業を含む）の欄の退職手当の1人当たり平均支給額は、R04年度に退職した職員に支給

　　　　された平均額です。（下水道事業は退職者なし）

区　分
給与費 1人当たり給与費

B／A

（参考）市町村平均

給料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　　計　　Ｂ 1人当たり給与費

R04年度
7,873,696 234,983 184,404 2.3 2.3

区　分
総支出

純損益又は
実質収支

職員給与費
総支出に占める職

員給与費比率
（参考）　R03年度
の総支出に占める
職員給与費比率Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

足利市（公営企業除く） 41.8歳 316,459円 388,897円

下水道事業 足利市（公営企業を除く）

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

下水道事業 43.9歳 326,432円 387,069円

R04年度
88,740 16,516 33,944 139,200 6,052

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

下水道事業 足利市（公営企業を含む）

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

1人当たり平均支給額（R04年度） 1人当たり平均支給額（R04年度）

1,476千円 1,492千円

2.40月分 2.00月分 2.40月分 2.00月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分 最高限度額 47.709月分 47.709月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分 勤続35年 39.7575月分 47.709月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

1人当たり平均支給額 9,435千円 20,529千円

その他の加算措置 　・定年前早期退職特例措置
　　（2％～45％加算）

その他の加算措置 　・定年前早期退職特例措置
　　（2％～45％加算）

　・調整額
　　（21,700～59,550円×60月分）

　・調整額
　　（21,700～59,550円×60月分）

16



　　ウ　特殊勤務手当（令和5年4月1日）

　　エ　時間外勤務手当

　　オ　その他の手当（令和5年4月1日）

支給実績（R04年度決算） 36千円

支給職員1人当たり平均支給年額（R04年度決算） 36,000円

職員全体に占める手当支給職員の割合（R04年度） 4.30％

区　分 全職種

支給実績（R03年度決算） 10,884千円

職員1人当たり平均支給年額（R03年度決算） 544千円

支給実績（R04年度決算） 8,459千円

滞納整理手当 水道料金等の滞納整理に従事した職員 滞納整理のための出張 日　　300円 －

電気主任技術者手当 電気主任技術者 高圧電気取扱作業 月　3,000円 36千円

手当の種類（手当数） 2

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給単価 支給実績（R02年度決算）

住居
手当

借家・借間　　家賃に応じて（月額限度28,000円） 同じ 988千円 247千円

通勤
手当

1　交通機関利用者　　相当額を支給（月額限度55,000円）
2　交通用具使用者　　通勤距離に応じて(月額限度31,600
円)

同じ 1,585千円 72千円

支給職員1人当たり
平均支給年額

（R04年度決算）

扶養
手当

1　配偶者・父母等　月額 6,500円（8級職員は月額 3,500円）
2　子　　月額 10,000円
3　16歳から22歳までの子を扶養　月額1人  5,000円加算

同じ 2,343千円 234千円

職員1人当たり平均支給年額（R04年度決算） 470千円

手当名 内容及び支給単価
国の制度との

異同
支給実績

（R04年度決算）

夜間勤
務手当

午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員
勤務1時間当たりの給与額の25％

同じ － －

休日勤
務手当

勤務1時間当たりの給与額の135％ 同じ － －

管理職
手当

主幹以上の職員　　職に応じて46,100円～108,100円 同じ 3,106千円 776千円

管理職
特別勤
務手当

１　週休日・休日に4時間以上勤務した主幹以上の職員
　　職に応じて1回6,000円～10,000円（6時間超は50％割増）
２　平日の午前0時から5時までの間に1時間以上勤務した主
　　幹以上の職員　職に応じて1回3,000円～5,000円

異なる － －
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９　職員の勤務時間及びその他の勤務条件の状況
（１）　勤務時間（令和5年4月1日現在）

（注）　職務又は職場の特殊性により、上記と異なる場合があります。

（２）　休暇・休業

１０　職員の分限及び懲戒の状況
（１）　分限処分者数（令和４年度）

（２）　懲戒処分者数（令和４年度）

1週間の勤務時間 38時間45分（月曜日から金曜日の5日間で割り振り）

1日の勤務時間 7時間45分

勤務の開始・終了時間 午前8時30分～午後5時15分

病気休暇
平均取得日数 負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められ

る場合に取得することができます。期間は90日以内です。2.4日

特別休暇
平均取得日数 公民権の行使、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、結婚、出産、夏季休暇等、特別の事由により勤務しないこと

が相当である場合に取得することができます。条例で定められた日数又は期間以内。11.5日

名　称 実績（令和４年度） 備　考

年次有給休暇

平均取得日数 1年度につき20日与えられ、1日又は1時間を単位として取得することができます。1年度
において取得残日数が生じた場合は、20日までを翌年度に繰り越すことができますが、
1年度の年次有給休暇は40日を超えることはできません。10.3日

休憩時間 午後0時～午後1時

休　日
祝日（国民の祝日に関する法律に規定する休日）
年末年始（12月29日から翌年の1月3日まで）

週休日 土・日曜日

処分者数（人） 0 0 10 0 10

育児部分休業
取得者数 3歳に達していない子を養育する場合に取得することができます。1日を通じて2時間以

内で給与は減額して支給となります。33人

区　分 降　任 免　職 休　職 降　給 合　計

介護休暇

取得者数 配偶者、父母、子、配偶者の父母等について、負傷、疾病又は老齢により介護するた
め、勤務しないことが相当であると認められる場合に取得することができます。期間は6
月以内です。0人

育児休業
取得者数

3歳に達していない子を養育する場合に取得することができます。期間中は無給です。
56人

（注）　懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない非行がある場合に、職員の一定の義務違反に対する道義的
         責任を問い、公務における規律と秩序を維持することを目的とした処分です。

処分者数（人） 1 0 0 0 1

（注）　分限処分とは、公務の能率の維持やその適正な運営の確保の目的から、勤務成績不良、心身の故障等の
         ため職員が十分に職責を果たせない場合に、職員の意に反して行う処分です。

区　分 戒　告 減　給 停　職 免　職 合　計
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１１　職員の服務の状況
（１）　地方公務員の服務規律の概要

（２）　地方公務員法に定められている職員の義務等

・服務の宣誓

・法令等及び上司の命令に従う義務

・信用失墜行為の禁止

・秘密を守る義務

・職務に専念する義務

・政治的行為の制限

・争議行為等の禁止

・営利企業等の従事制限

（３）　営利企業等の従事の状況（令和４年度）

（４）　職務に専念する義務の特例に関する条例による免除の状況

主な免除事由

・健康診断の受診

・地方公務員法42条に基づく厚生事業への参加

１２　職員研修の状況
（１）　研修の実施状況（令和４年度）

　①　足利市単独研修

区分 受講者数

35

31

29

31

39

30

23

19

36

59

13

22

93

64

30

28

23

266

47

33

36

31

39

35

37

22

8

5

19

5

1

1

1,190

「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、
 全力を挙げてこれに専念しなければならない。」（地方公務員法第30条）

報酬を得て事業又は事務に従事する場合 18

研 修 名 内　容

ハラスメント防止研修 ハラスメント防止について

新人指導者研修 新人指導について

会計年度任用職員研修 服務、接遇、安全衛生

リーダースキルアップ、不当要求等対策

新任副主幹研修 議会対応、人権尊重、人事評価等

新任課長研修 議会対応、管理職マネジメント等

専
門
研
修

事業見直し研修 事業見直しの手法について

評価者研修 人事評価評定演習

基
本
研
修

新採用職員研修　　　　　　　　　　  服務・倫理、給与・福利厚生・安全衛生、法令遵守等

初級職員研修　　 福祉概論、財政、公共施設の現状等

初級職員研修（前年度繰越分） 地公法、地自法、人権研修等

中級職員研修 キャリアデザイン、財政、総合計画

新任主査研修

中堅職員事前研修 法的知識

交通安全研修 交通安全講話及び啓発ビデオ上映

防災研修 地域防災計画、業務継続計画等

地方自治法講座 地方自治の意義等

地方公務員法講座 職員の義務と責任等

人権問題研修 講演会、啓発映画上映

財務担当者研修 法令遵守、契約、会計

庶務担当者研修 休暇、服務、旅費等

多様な人材活躍推進研修 ダイバーシティ、キャリアデザイン

（一社）足利青年会議所

日本下水道事業団

合　計

特別研修（講演会） 官民連携による自治体運営について

自己啓発支援助成 資格取得、通信研修の助成

派
遣
研
修

各種派遣研修

市町村アカデミー

全国建設研修センター

とちぎ建設技術センター

栃木県

SDGｓ研修 SDGｓに関する講義、ワークショップ

DX推進研修 DX概論、市役所窓口申請サポート事業の実装について

人権問題講演会 発達障害に関する理解と対応について

19



　②　安足地区職員研修協議会研修

区分 受講者数

31

30

39

30

22

22

174

　③　栃木県市町村振興協会等主催研修

区分 受講者数

一般職員 3

1

1

1

5

3

3

1

3

1

1

1
指導者養成 1

25

１３　職員の福祉及び利益の保護の状況
（１）　公務災害・通勤災害（令和４年度）

件数

2件

0件

（２）　健康管理（令和４年度）

　①　健康講座・健康相談

　　○　対面式健康講座　（3回、61人）「メンタルヘルス」「安全衛生（感染予防含む）」

　　○　オンライン式健康講座　（1回、46人）「生活習慣病予防」

　　○　健康相談（73人）

　②　臨床心理士による相談（16回、24人)

研 修 名 内　容

管理者研修 講演会

管理
監督者

住民との協働講座 住民参画と協働について理解を深める

クレーム対応力講座 クレーム対応の鉄則、法律知識を習得する

パワーハラスメント防止研修 未然に防ぐ回避法、ハラスメント対処法を学ぶ

メンタルヘルス講座

政策形成

中堅職員研修（前年度繰越分） 政策形成

合　計

研 修 名 内　容

基本
研修

新採用職員研修 ビジネスマナー、ビジネス文書等

初級職員研修 情報公開・個人情報保護、クレーム・マナー等

主事・技師級研修 組織コミュニケーション、会議運営能力向上、法制執務等

中級職員研修 仕事の意欲向上、業務改善

中堅職員研修

一般職員

折衝・交渉研修 利害関係者との調整の仕方を身に付ける

OJT研修 OJT手法の理解とリーダーシップを習得する

法務基礎養成講座 必要な法務基礎を習得する

ストレスマネジメントの習得

タイムマネジメント講座 職務能率を高めるための時間管理を学ぶ

全職員

広報広聴力向上講座 広報手法を具体的に学ぶ

プレゼンテーション講座 効果的なプレゼンテーション技術を習得する

民法講座 民法の基礎知識を習得する

通勤災害

接遇研修指導者養成研修 接遇研修の講師を養成する

合　計

区　分

公務災害
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　③　各種検診等

　④　予防接種

（３）　足利市職員共済組合

　①　組織及び役員・・・足利市職員等を組合員とした組織

　　・組合長 副市長 　　・理　事 12名

　　・副組合長 行政経営部長 　　・代議員 44名

　　・会計役 会計管理者 　　・組合員数 1,090名（令和5年4月1日現在）

　　・監　事 2名

　②　令和４年度決算額

　○給与金会計事業(市からの給与金により運営）

　○掛金会計事業(組合員の負担する掛金により運営）

　③　事業内容

　　○　給付事業・・・慶弔給付、傷病給付、災害給付

　　○　福利事業・・・人間・脳ドック補助、体育文化教養部助成、福利厚生委託等

内診・血圧測定

身体計測

視力・聴力検査

心電図検査 213 満35歳時・40歳以上の職員

検診名等 受検者数（人） 対象者

職
員
総
合
健
康
診
断

胸部レントゲン検査 347

全職員

血液・尿検査

351

大腸がん検診 125

前立腺がん検診 58 男性職員希望者（50歳以上）

乳がん検診 124 女性職員希望者（ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰは40歳以上）

HBs抗原検査 148 消防職員及び希望者

HCV抗体検査 6

希望者
胃がん検診 46

肺がん検診 3

ストレスチェック検査 985 全職員（育休・病休者を除く）

区　分 受診者数（人）

破傷風 35

特殊健康診断 5 クリーンセンター職員

人間ドック・脳ドック 712
希望者（30歳以上）
栃木県市町村職員共済組合で実施

子宮がん検診 82 女性職員希望者

消防夜間勤務健診 166 消防職員（夜間勤務のみ）

29,881,561円 1,090人 27,414円

6,368,420円 1,090人 5,843円

決算額 会員数 会員一人当たりの額

B型肝炎予防ワクチン 14

　足利市職員共済組合は、市職員等の疾病、障害、出産、死亡等に基づく経済上の負担を軽減し、その生活の安定に資
するための相互救済を目的として、足利市職員共済組合条例に基づき、設置された互助会組織です。

決算額 会員数 会員一人当たりの額
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（４）　栃木県市町村職員共済組合

　①　構成団体

　  足利市を含む県内の25市町及び17一部事務組合

　②　事　業

　　○　短期給付事業・・・組合員とその家族の病気・ケガ・出産・死亡・休業又は災害に対して、必要な給付を行います。

　　○　長期給付事業・・・組合員の退職・障害又は死亡に対して年金又は一時金の給付を行います。

　　○　福祉事業・・・・・・・健康診査などの健康の保持増進事業、保養施設利用助成、住宅資金の貸付などを行います。

１４　勤務条件に関する措置の要求の状況

　   令和４年度の措置要求は 0件。

１５　不利益処分に関する審査請求の状況

　   令和４年度の審査請求は 0件。

１６　職員からの苦情の処理の状況

　   令和４年度の苦情の処理は 0件。

１７　職員の退職管理の状況

　   職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に対し、公平委員会は助言等を行うほか、関係
当事者に対し必要な措置をとります。

　   職務の公正な執行及び住民の信頼を確保するため、地方公務員法に基づき、退職管理の適正化に努めています。

　　◇　項目４（１）及び（３）から（６）まで並びに１４から１７までの記載の対象となる職種の範囲は、企業職（水道事業、
          工業用水道事業、下水道事業）を除く全職種です。

お問い合わせは人事課（℡20‐2116）へ。

　   栃木県市町村職員共済組合は、社会保険制度の一環として、相互救済によって組合員及びその家族の生活の安定と
福祉の向上に寄与するとともに、職務の能率的運営に資することを目的として、設立された組織です。

　　職員は、給与・勤務時間その他の勤務条件に関し、関係当事者に適当な措置をとるよう公平委員会に対して要求する
   ことができ、公平委員会はそれを審査、判定し、必要な措置をとります。

   　懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた職員は、公平委員会に対して審査請求をすることができ、公平
  委員会はそれを審査し、裁決又は決定をします。

22


